
　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

 区   分

 区   分

 金    額

 金    額

１

１

歳 入 総 額

歳 入 総 額

２

２

３

３

歳 出 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

歳 入 歳 出 差 引 額

４

４

翌年度へ繰り越すべき財源

翌年度へ繰り越すべき財源

５

５

６

６

実 質 収 支 額

実 質 収 支 額

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

(１)

(１)

(２)

(２)

(３)

(３)

継 続 費 逓 次 繰 越 額

継 続 費 逓 次 繰 越 額

繰 越 明 許 繰 越 額

繰 越 明 許 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

計

（注）千円未満四捨五入

（注）千円未満四捨五入

令和 6年度静岡県公債管理特別会計

令和 6年度静岡県自動車税等証紙徴収事務特別会計

　　５７０，９７７，１３６

　　　　３，２０５，２６３

　　５７０，９７７，１３６

　　　　３，２０５，２６３

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

千円

千円

附 385



　　　　　　１５５，３０６

　　　　　　　７２，６５３

　　　　　　１１５，７０６

　　　　　　　７２，６５３

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

 区   分

 区   分

 金    額

 金    額

１

１

歳 入 総 額

歳 入 総 額

２

２

３

３

歳 出 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

歳 入 歳 出 差 引 額

４

４

翌年度へ繰り越すべき財源

翌年度へ繰り越すべき財源

５

５

６

６

実 質 収 支 額

実 質 収 支 額

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

(１)

(１)

(２)

(２)

(３)

(３)

継 続 費 逓 次 繰 越 額

継 続 費 逓 次 繰 越 額

繰 越 明 許 繰 越 額

繰 越 明 許 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

計

（注）千円未満四捨五入

（注）千円未満四捨五入

令和 6年度静岡県県営住宅事業特別会計

令和 6年度静岡県母子父子寡婦福祉資金特別会計

　　　１６，９３８，４０１

　　　　　　５５１，６８９

　　　１６，７８３，０９５

　　　　　　４７９，０３６

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　３９，６００

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　３９，６００

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

千円

千円

附 386



　　　　　　　　　　２４３

　　　　９，５６２，０９３

　　　　　　　　　　２４３

　　　　９，５６２，０９３

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

 区   分

 区   分

 金    額

 金    額

１

１

歳 入 総 額

歳 入 総 額

２

２

３

３

歳 出 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

歳 入 歳 出 差 引 額

４

４

翌年度へ繰り越すべき財源

翌年度へ繰り越すべき財源

５

５

６

６

実 質 収 支 額

実 質 収 支 額

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

(１)

(１)

(２)

(２)

(３)

(３)

継 続 費 逓 次 繰 越 額

継 続 費 逓 次 繰 越 額

繰 越 明 許 繰 越 額

繰 越 明 許 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

計

（注）千円未満四捨五入

（注）千円未満四捨五入

令和 6年度静岡県心身障害者扶養共済事業特別会計

令和 6年度静岡県国民健康保険事業特別会計

　　　　　　６３９，０８３

　　３１６，９９２，８６９

　　　　　　６３８，８４０

　　３０７，４３０，７７６

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

千円

千円

附 387



　　　　　　　５２，７８４

　　　　　　１８４，４２６

　　　　　　　５２，７８４

　　　　　　１８４，４２６

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

 区   分

 区   分

 金    額

 金    額

１

１

歳 入 総 額

歳 入 総 額

２

２

３

３

歳 出 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

歳 入 歳 出 差 引 額

４

４

翌年度へ繰り越すべき財源

翌年度へ繰り越すべき財源

５

５

６

６

実 質 収 支 額

実 質 収 支 額

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

(１)

(１)

(２)

(２)

(３)

(３)

継 続 費 逓 次 繰 越 額

継 続 費 逓 次 繰 越 額

繰 越 明 許 繰 越 額

繰 越 明 許 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

計

（注）千円未満四捨五入

（注）千円未満四捨五入

令和 6年度静岡県中小企業高度化資金貸付事業等特別会計

令和 6年度静岡県林業改善資金特別会計

　　　　２，９９９，６８２

　　　　　　１８５，０９３

　　　　２，９４６，８９８

　　　　　　　　　　６６７

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

千円

千円

附 388



　　　　　　２１６，３２８

　　　　　　１６６，８６７

　　　　　　２１６，３２８

　　　　　　　９６，０８６

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

 区   分

 区   分

 金    額

 金    額

１

１

歳 入 総 額

歳 入 総 額

２

２

３

３

歳 出 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

歳 入 歳 出 差 引 額

４

４

翌年度へ繰り越すべき財源

翌年度へ繰り越すべき財源

５

５

６

６

実 質 収 支 額

実 質 収 支 額

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

(１)

(１)

(２)

(２)

(３)

(３)

継 続 費 逓 次 繰 越 額

継 続 費 逓 次 繰 越 額

繰 越 明 許 繰 越 額

繰 越 明 許 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

計

（注）千円未満四捨五入

（注）千円未満四捨五入

令和 6年度静岡県沿岸漁業改善資金特別会計

令和 6年度静岡県清水港等港湾整備事業特別会計

　　　　　　２１６，５５８

　　　　９，２５４，７５１

　　　　　　　　　　２３０

　　　　９，０８７，８８４

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　７０，２６１

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　５２０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　７０，７８１

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

千円

千円

附 389



　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

 区   分  金    額

１ 歳 入 総 額

２

３

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

４ 翌年度へ繰り越すべき財源

５

６

実 質 収 支 額

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

(１)

(２)

(３)

継 続 費 逓 次 繰 越 額

繰 越 明 許 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

（注）千円未満四捨五入

令和 6年度静岡県物品調達事務等特別会計

　　　　１，４２０，５２８

　　　　１，４２０，５２８

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

千円

附 390


